様式第１号　　　　　　　　　　　　　　（表）
千葉市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書



　　　　年　　月　　日

（あて先）千葉市長

〒　　　　－　　　　
申請者住所　　　　　区　　

フ  リ  ガ  ナ　　　　　　　　　 

氏      名　　　　　　 　　　　　　　　（※）
（※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
連絡先電話番号






連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

@



木造住宅の耐震改修に係る工事費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり申請します。
記

１　補助事業の目的及び内容（該当する項目の□にレを付すこと。）
　　　千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号又は第１２号に定める耐震改修に係る工事のうち、下記に該当するもの
□　耐震改修工事に係るもの（二段階耐震改修工事に係るものを除く。）

□　二段階耐震改修工事のうち一段階目耐震改修工事に係るもの

□　二段階耐震改修工事のうち二段階目耐震改修工事に係るもの

２　建築物の概要

	所在地（地番）
	　　　　　　区

	建築年月日
	　　　　年　　月　　日

	階　　数
	　　　　　　階
	住宅区分
	　□専用住宅　□兼用住宅

	上部構造評点
	改修前
	点
	改修後
	点

	居住している者
	　□　所有者（　□　申請者　□　申請者以外　）
　※所有者が居住していない場合
居住者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□　配偶者　　　　　　（所有者氏名：　　　　　　　）
□　一親等の親族　    （所有者氏名：　　　　　　　）

	利子補給制度の利用の有無
	□　有　　　　　　　□　無

	□　都市計画法又は建築基準法に違反していない
□　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に基づき、指定された区域に建築されていない

□　過去に千葉市耐震改修費補助事業又は千葉市耐震シェルター設置費補助事業による補助金の交付を受けていない


（裏面に続く）
（裏）

３　交付申請額（＊）　
	金
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	０
	０
	０


４　耐震改修工事事業期間（予定）

着手　　　　　年　　月　　日　　　完了　　　　　年　　月　　日

５　交付申請額の算出の基礎

（１）補助額の算定

ア　工事費（税抜きの見積額）　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（Ａ）

イ　補助基本額　　　　　　　　　Ａ×４／５＝　　　　　　　　　円　（Ｂ）

　　ウ　限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１５０，０００円　（Ｃ）

　　エ　補助額　Ｂ又はＣのいずれか低い額　　　　　　　　　　　　　円　（Ⅾ）＊
　　オ　利子補給制度を利用する場合　Ⅾ×１／２＝　　　　　　　　　円　　＊

                                         　　　　 （交付申請額は、千円未満を切り捨てる）

６　施工者

（１）名称　　　　　　　　　　　
（２）区分　□　市内業者・建設業法第３条第１項に規定する許可あり
　　　　　　□　市内業者・建設業法第３条第１項に規定する許可なし
□　補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者

（添付書類）

１　見積書（耐震改修工事等にかかる経費の内訳がわかるもの）又はその写し

２　住民票の写し（申請者のもの。ただし、申請者が居住していない場合は、当該住宅に居住している所有者の配偶者又は一親等の親族のもの）（※１）

３　滞納無証明書（千葉市内に在住している所有者全員又は申請者のもの）（※１）

４　登記事項証明書（建物）　（※２）

５　建築確認済証又はこれに代わるもの

６　改修前後の精密耐震診断報告書の写し

７　精密診断に係る現地調査の写真その他関係資料

８　平面図、詳細図、改修一覧表（二段階耐震改修工事における平面図及び改修一覧表は段階別に作成したものとする）

９　６～８の書類の作成者の資格を証する書類(※３) 

１０　施工者の資格を証する書類（※４）

１１　その他市長が認める書類

(※１)個人情報確認同意書(別記様式第１号)　２、３及び４を省略可能

(※２)同意書　　所有者が複数人いる場合、所有者全員からの同意書

申請者が居住していない場合、居住者からの同意書

申請者が所有者ではない場合、所有者全員からの同意書

(※３)作成者が千葉市木造住宅耐震診断士ではない場合

ア　木造住宅耐震診断講習会を修了したことを証する書類

イ　建築士であることを証する書類

(※４)施工者の資格を証する書類とは

ア　市内業者で建設業法第３条第１項に規定する許可がある者：建設業法による許可書の写し

イ　市内業者で建設業法第３条第１項に規定する許可がない者：事業要綱第２条第１７号イにおいて規定する要件を満たすことを証する書類

ウ　補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者：契約書の写し等、要件を満たすことを証する書類

（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。






捨印











捨印








